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仙台市消費生活基本計画の実施状況について 

 

１ 「仙台市消費生活基本計画・消費者教育推進計画」の概要 

（1）計画の目的  

多様な主体との連携により、「消費者が安全に安心して暮らせる社会」及び「消費者市民社

会」の実現を目指し、消費者の利益の擁護や消費者の自立の支援に関する施策を、総合的か

つ計画的に推進する。 

 

（2）計画の位置づけ 

「仙台市基本計画」を上位計画とし、「消費者基本法」及び「仙台市消費生活条例」に基づ

き、消費生活に関する施策を計画的に推進するための総合的な計画として策定した。また、

「消費者教育推進法」第 10 条により策定に努めることとされている「市町村消費者教育推

進計画」を包含している。 

   

 

（3）取り組むべき課題 

   消費者を取り巻く状況を踏まえ、本計画を推進する上での課題を次のとおり整理している。 

    課題 1 消費生活の安全・安心の確保 

課題 2 成年年齢引き下げに対応した消費者教育の充実 

課題 3 消費者市民社会の形成に寄与する取り組みの推進 

課題 4 消費者被害の防止及び救済 

課題 5 高齢者の見守り 

 

（4）計画の構成  

    （3）のように整理した課題に対応し、「消費者が安全に安心して暮らせる社会」及び「消

費者市民社会」の実現を目指し、５つの施策の柱に基づいて取り組みを推進している。また、

施策の柱ごとに、「施策の方向」→「主な施策」→「取組事項」に細分化している。 

● 施策の柱Ⅰ 消費生活の安全・安心の確保 

● 施策の柱Ⅱ 消費者教育・啓発の推進 

● 施策の柱Ⅲ 消費者被害の防止及び救済 

● 施策の柱Ⅳ 高齢者等特に配慮を要する消費者への対応 

● 施策の柱Ⅴ 多様な主体との連携の推進 
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２ 令和６年度の実施状況について 

●施策の柱Ⅰ 消費生活の安全・安心の確保（具体的施策 33） 

(1)評価指標（基本計画 P.21） 

指標項目 評価内容 目標値 
R5 実績 

（内 4～9月） 

R6 実績 

（4～9月） 

1.食品表示調査 調査件数 
毎年 

120 件以上 

130 件 

（77 件） 
93 件 

2.計量検査 はかり検査戸数 
毎年 

1,300 件以上 

1,434 件 

（1,024 件） 
1,108 件 

(2)主な取り組み 

・ 消費生活情報誌「ゆたかなくらし」に、事故の起きやすい製品や災害時に起きやすい製品事

故の注意喚起をシリーズ化して掲載し情報提供を行った。（基本計画 P.19 1-(5)-①） 

・ 市ホームページ「生活関連商品の価格動向に関する情報」に、総務省統計局において毎月調

査を行っている小売物価統計調査を基に、仙台市内の調査結果（24 品目）をグラフ化し、価

格の動向について情報提供を行った。（基本計画 P.20 5-(2)-①） 

 

●施策の柱Ⅱ 消費者教育・啓発の推進（具体的施策 53） 

(1)評価指標（基本計画 P.26） 

(※) R5 実績値は市政モニターアンケート（n=357）、R6 実績値は消費生活意識調査（n=2,060）の

結果による 

指標項目 評価内容 目標値 
R5 実績 

（内 4～9月） 

R6 実績 

（4～9月） 

1.消費者教育ウェブ

教材「伊達学園」によ

る消費者教育の推進 

「伊達学園」へのアクセ

ス数 

毎年 

5,000 件以上 

375,627 件 

（113,383 件） 
231,272 件 

2.消費者市民社会の

形成に寄与する取り

組みの状況(※) 

消費者市民社会の形成に

寄与する取り組みを心掛

けている市民の割合(※) 

   

①表示や説明を十分確認

し、その内容を理解した

うえで、商品やサービス

を選択する 

計画終了時点で 

80%以上 
80.4% 75.3% 

②価格やデザインだけで

なく、人や環境に配慮し

た商品やサービスを選択

する 

計画終了時点で 

60%以上 
56.0% 49.3% 

③食品ロス（消費されな

いまま廃棄される食品）

をなくす、減らす 

計画終了時点で 

90%以上 
86.0% 84.1% 
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(2)主な取り組み 

・ 市役所本庁舎と泉区役所の建替え工事に伴う仮囲いに、消費生活センターの業務や相談窓口

を案内するマグネットシート広告を作成して掲示し、通行する市民に対し周知を行っている。

（基本計画 P.24 1-(7)-①） 

・ 消費生活情報誌「ゆたかなくらし」に、仙台市の食品ロス削減の取り組みや現状を紹介する

とともに、食材の無駄を減らすための買い物のコツを掲載し、食品ロスの削減について啓発

を行った。（基本計画 P.24 2-(1)-①） 

・ エシカル消費イベント「ETHICAL DAY.1 2024（エシカルデイワンニセンニジュウヨン）」を

開催し、エシカル消費への理解を深め、消費行動を考える機会を提供した。（基本計画 P.24 

2-(1)-②【重点】） 

・ 「仙台市消費者川柳」の募集及び表彰式を実施し、社会問題や身近な消費行動について考え

る機会を提供するとともに、入賞した作品を啓発に活用した。（基本計画 P.24 2-(1)-③） 

 

●施策の柱Ⅲ 消費者被害の防止及び救済（具体的施策 33） 

(1)評価指標（基本計画 P.29） 

指標項目 評価内容 目標値 R5 実績値 R6 実績値 

1.消費生活

センターの

認知度(※) 

消費生活センターの名前も業務内

容も知っている市民の割合 

計画終了時点で 

50%以上 
49.0% 39.0% 

消費生活センターの名前を知って

いる市民の割合 

計画終了時点で 

90%以上 
86.3% 84.0% 

2.消費者被

害防止の取

り組み状況

(※) 

消費者被害に遭わないために日頃

気をつけている市民の割合 
   

①高額なものの契約は、その場で

すぐ決めず、よく考え、必要に応

じ家族や友人に相談する 

計画終了時点で 

70%以上 
72.5% 51.3% 

②クレジットカード等の管理に注

意して、計画的に使用し、利用明

細をきちんと確認する 

計画終了時点で 

60%以上 
65.8% 42.3% 

③契約書や申込書（オンラインで

の購入も含む）の内容をよく確認

してから契約する 

計画終了時点で 

60%以上 
63.3% 38.6% 

(※) R5 実績値は市政モニターアンケート（n=357）、R6 実績値は消費生活意識調査（n=2,060）の

結果による 

(2)主な取り組み 

・ 環境局が開催するエコフェスタや青葉区が開催する青葉区民まつりに参加し、アンケートや

工作コーナーを開設して集客するとともに、パネルの展示や啓発用グッズを配布して消費生

活センターの相談窓口を周知した。（基本計画 P.28 1-(1)-①【重点】） 

・ 弁護士による定期的な事例研究会の実施や独立行政法人国民生活センターが実施する研修へ

の参加により、消費生活相談員等への専門性の高い研修機会を確保し、消費生活相談に関す

る専門的な知識の向上を図った。（基本計画 P.28 3-(1)-①、③【重点】） 
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●施策の柱Ⅳ 高齢者等特に配慮を要する消費者への対応（具体的施策 15） 

(1)評価指標（基本計画 P.32） 

指標項目 評価内容 目標値 
R5 実績 

（内 4～9月） 

R6 実績 

（4～9月） 

1.連携による見守

り事業の推進 

配食サービス配達時の注

意喚起チラシの配布数 

毎年 

10 団体

36,000 部以上 

16 団体 

（13 団体） 

40,130 部 

（19,740 部） 

13 団体 

29,250 部 

2.消費者被害防止

及び見守り事業の

推進 

出前講座「くらしのセミ

ナー」の実施回数 
   

①高齢者・障害者向けセ

ミナー 

毎年 

40 回以上 

27 回 

（16 回） 
7 回 

②見守りの担い手となる

団体向けセミナー 

毎年 

5 回以上 

5 回 

（3 回） 
2 回 

(2)主な取り組み 

・ 各区の敬老行事会場で消費生活センターの案内を含む啓発物品を配布するとともに、消費者

川柳を活用して相談事例を紹介し、消費者被害未然防止のための啓発を行った。（基本計画

P.31 1-(1)-②） 

・ 消費者被害防止の啓発ポスターを作成し、町内会や医療機関、コミュニティ・センターや市

民センターなどに対し、高齢者や地域の方などが目にする機会の多い場所への掲示を依頼し

て注意喚起及び相談窓口の周知を図った。（基本計画 P.31 1-(1)-②） 

 

※「施策の柱Ⅴ 多様な主体との連携」については、施策の柱Ⅰ～Ⅳに記載した施策の再掲であ

るため、割愛。 

 


